
 

 

 中村税務署及びに公益社団法人幡多法人会では、事

業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関す

る説明会を開催します。 

 多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜひ

説明会にお越しください。 

 

 

 

 

 

開催日時 
開催場所 定員 

年月日 時間 

平成３１年６月３日 １６時～１７時 

土佐清水商工観光会館 

（土佐清水商工会議所 ２階中ホール） 

土佐清水市寿町１１－１６ 

30 名 

平成３１年６月５日 １５時～１６時 

宿毛商工会館 

（１階会議室） 

宿毛市宿毛１７４８番地３ 

30 名 

平成３１年６月６日 １５時～１６時 

中村商工会館 

（３階大会議室） 

四万十市中村小姓町４６ 

100 名 

裏面の申込用紙にて申込みをされた順番で受付完了となり折り返しのご連絡は致

しません。 

ただし、混雑の状況により受講いただけない場合のみご連絡をいたします。  

駐車場等はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

 

【問合せ先】 公益社団法人幡多法人会 事務局  TEL：0880-34-6896 

消費税軽減税率制度等説明会のご案内 

 消費税の軽減税率制度は、平成 31 年 10 月１日からの消
費税率の 10％への引上げと同時に実施されます。 
 軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だ
けでなく、例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購
入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商
品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度
の実施に向けた準備が必要となります。 


